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研究成果の概要（和文）：本研究は、各種の取引を支える最も重要な基盤であり、わが国におい

て過去 10 年間に最も大きい改正を経験した法分野のひとつであるわが国の倒産法分野を対象

として包括的な検討を行い、IMF から公表されている倒産法上の標準的な項目に沿う形式によ

り英語でその内容を紹介し、それに現時点において重要性を有する裁判例の英訳を埋め込む形

で海外に発信するとともに、その理論的実務上の問題点について検討を行い、いくつかの指摘

を行ったものである。 
 
研究成果の概要（英文）：The laws on insolvency in Japan were completely revised around ten 
years ago.  This study is to make clear the actual state of affairs of insolvency law in 
Japan by giving its overview in English based on the contents of "Orderly & Effective 
Insolvency Procedures -- Key Issues" by International Monetary Fund and mentioning 
important judgments in the relevant passage of this overview, and to point out some 
problems concerning the provisions and their applications. 
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
 ２００４年度 4,200,000 0 4,200,000 

 ２００５年度 5,600,000 0 5,600,000 

 ２００６年度 6,600,000 0 6,600,000 

２００７年度 5,700,000 0 5,700,000 

２００８年度 6,000,000 0 6,000,000 

 ２００９年度 5,700,000 0 5,700,000 

総 計 33,800,000 0 33,800,000 

 
 
研究分野：国際私法・国際民事手続法 
科研費の分科・細目：法学・国際法学 
キーワード：倒産法、破産法、民事再生法、会社更生法、外国倒産承認援助法、国際私法、法

の適用に関する通則法、国際倒産管轄 
 
１．研究開始当初の背景 
(1) 研究開始当初の数年前に、倒産関係法は
全面的な改正を受けたが、基本的な倒産関係
法だけでも破産法、民事再生法、会社更生法

があり、その他にも株式会社の特別清算、預
金保険法、産業再生機構関連法等まであわせ
るときわめて複雑で、その全体像を把握する
ことは容易ではない状況であった。 



 特に外国からわが国の倒産法制度を見た
場合には、それを英語等により説明している
文献は少なく、またそこでなされている説明
も、部分的なものに留まっていたり、日本法
上の概念に沿ったものであったりすること
が多く、外国法の専門家から見て必ずしも分
かりやすいものとはなっていなかった。 
 
(2) 経済活動がグローバル化するに伴って、
その裏面として、国際倒産も問題となる。わ
が国では長年、倒産手続には厳格な属地主義
が妥当していたが、近年の改正によってよう
やくこれが廃止された。その結果、わが国で
開始する倒産手続には域外的効力が与えら
れるようになり、他方外国倒産手続について
は UNCITRAL 国際倒産モデル法に依拠して
外国倒産承認援助法が制定され、外国倒産手
続を承認し、そのための援助処分が可能とな
った。しかし、一連の規定は置かれたものの、
そこから先にもまだまだ検討すべき点は残
されている。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、以下の２点にある。 
(1) 本件特定領域研究である日本法の透明化
という観点から、ビジネスのインフラとして
非常に重要な倒産法分野に関する日本法の
内容を諸外国に正確にかつ分かりやすく発
信すること。 
 
(2) 上記の研究過程において、わが国倒産法
および関連する法分野の内容および運用に
ついて、総括班を通じて他の研究計画とも連
携をしつつ、比較法的・実務的な観点も踏ま
えて検討を進め、その問題点を取り上げ、解
決策を提示すること。 
 
３．研究の方法 
(1)①日本法の内容を諸外国に正確にかつ分
かりやすく発信するためには、まず、関連す
る条文および裁判例を英語に翻訳し公表す
る作業を行う必要がある。当初の計画では、
本研究においてそのすべてを行う予定であ
った。しかし、上記のうち、条文の翻訳につ
いてはその後、主要な法令の英訳は内閣府の
下で公的に作成・公表されることとなり、そ
の中に、倒産法分野の主要な法令も含まれて
いた。そのため、本研究では、裁判例の英訳
を行うこととした（なお、わが国の主要な法
令の英訳は、現在は「日本法令外国語訳デー
タベースシステム」としてウェブ上で公表さ
れており、その中で既に、破産法及び民事再
生法の英訳も公表されている。）。 
 上述したように、倒産法は近年全面的に改
正されたため、改正前の裁判例の多くは、現
時点においては、それほど重要性を有してい
ない。そのため、内容を吟味し、改正後にお

いても重要性を有する裁判例を選び出す必
要がある。また、わが国の倒産法上の概念を
どのように英語に訳すかについても、一語ず
つ慎重な検討が必要となる。 
 ②しかし、それらがどんなに正確なもので
あったとしても、倒産法分野の法令の条文と
裁判例の英訳だけでは、わが国の倒産法の状
況を正確かつ分かりやすく発信することに
はならない。わが国の倒産法制度全体の概説
が必要である。しかも、その章立ては、グロ
ーバル・スタンダードに沿うものでなければ
ならない。検討の結果、IMF Legal 
Department が作成した、 “Orderly & 
Effective Insolvency Procedures -Key 
Issues-” の挙げる項目に準拠して概説を作
成し、その中で、必要に応じて裁判例及び規
定に言及することとした。 
 ④以上の研究成果は、Web 上で公開するこ
ととし、それにより、外国から容易にアクセ
ス可能な状態を保ち、かつ速やかに内容の充
実を図るよう努めることとした。 
 
(2)①わが国の倒産法及び関連する法分野に
ついて個別に文献資料の調査や実務家への
インタビューを行い、研究成果を逐次公表し
ていった。 
 ②総括班が主催するシンポジウムに中心
的かつ積極的に参加し、内外の実務家や関連
分野の研究者との意見交換を行い、それを個
別の研究及び上記(1)の内容の充実に生かし
ていった。 
 
４．研究成果 
(1)①裁判例の英訳として、わが国の倒産法
分野におけるもっとも重要な裁判例 68 件の
英訳を完成した。対象となる裁判例の選定に
おいては、概ね 60 件前後を目安とし、倒産
法分野における最重要裁判例を集めた『倒産
判例百選〔第４版〕』（研究分担者の松下淳一
も編者のひとりである）から 50 件程度、そ
の後に公表された裁判例から 10 件程度を目
安に選択した。選択の際には、現行法の解釈
について実務的に重要な意義を有するもの
を選び出した。その結果、最終的な翻訳数は
68 件となった。 
 ②裁判例の英訳の際の訳語の選定におい
ては、「法令外国語訳データベースシステム」
の「標準対訳辞書」を参照した。ただし、本
研究を進めていく時点においては、同辞書に
は倒産法分野の法律用語が十分に整ってい
なかったため、それらについては標準的な訳
語の検討を行い、英訳を進めた。 
 ただし、裁判例の英訳を進めるに従い、法
律用語を常に逐語的な意味で正確に英語に
訳すことは、外国実務家による正確な理解に
資するとは限らないことが次第に明らかに
なった。そこで、当該裁判例における中心的



な争点については、分かりやすさをある程度
犠牲にしても、逐語的に正確な英訳を行うこ
ととする一方、それ以外の点については、事
案の紹介及び判旨において、理解のしやすさ
を重視して、逐語的な訳ではなく、より日常
的な用語を選択することとした。そのような
趣旨で、同一の法律用語についても、その用
いられている文脈等により、異なる英語に訳
すこととした。 
 倒産法分野についてのわが国の裁判例の
英訳の集積は他には存在しないものであり、
内外から広く参照されるとともに、そこでな
された訳語の選択は、今後の類似の作業にお
いて常に参照されることになると予想され
る。 
 ③IMF Legal Department が作成した、 
“Orderly & Effective Insolvency Procedures 
-Key Issues-” の挙げる項目に準拠し、わが
国の倒産法の概説を英文で公表した。具体的
には、Introduction に続き 5つの章（General 
Features, Liquidation Procedures, 
Rehabilitation Procedures, Institutional 
Framework, International Insolvency 
Issues）をもうけ、順に説明を行った。前記
IMF 文書は、各国の倒産法を評価する上での
標準項目として諸外国において認識されて
いるものであり、それに準拠した説明を行う
ことで、諸外国と比較した場合のわが国倒産
法制を明確に示すことができたと考えられ
る。 
 ④上記③の概説の中に、②で挙げた裁判例
の英訳を可能な限り組み込み、それらを Web
上で公表した。 
 
(2)①検討の結果、わが国の倒産法制全体とし
ては、グローバル・スタンダードを十分に超
えるものとの評価を行った。このような評価
については、総括班を通じて他の研究計画の
参加メンバーや内外の実務家とも議論した
が、概ね異論なく認められたところである。
近年の改正が、比較法的な検討を十分に踏ま
えていること、特に国際倒産については、
UNCITRAL Model Law on Cross-Border 
Insolvency を踏まえ、一部の点については
Model Law 以上に国際協調を可能とするよ
うな規定も置かれているところであること
から、この点は事前の予想と大きく異なる結
果ではないが、わが国倒産法制の水準の高さ
が再認識されたところである。 
 ②しかしもちろん、このことは倒産法分野
について現在のわが国の規定に全く問題が
ないということを意味するわけではない。経
済状況の変化に伴い、これまでは問題となら
なかった点が問題となってくるのは、倒産法
分野についても変わるところはない。倒産法
分野及び関連分野についての、研究代表者及
び研究分担者の研究成果は、以下に挙げると

おりである。 
 ③実務家からの意見聴取を通じて、わが国
の倒産法とりわけ国際倒産分野については、
規定上の問題とは別に、運用上の問題がある
ことが明らかになった。具体的には、倒産は
ある事業を終了または再編成する際の一手
段として用いられることがあるが、裁判官に
はその点が必ずしも十分には認識されてい
ないこと、また国際倒産においては、通常の
倒産手続とは異なり、わが国とは異質な法制
度との調整等が必要となるが、国際倒産の事
例がいまだ少ないことと相俟って、この点に
ついての十分な対応がなされていないこと、
といった点が問題となる。 
 もっとも、これらの点は、倒産法分野に特
有な問題点ではない。この点の解決には、よ
り広く、わが国の司法制度のあり方等につい
てさらに検討していく必要があると思われ
る。 
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